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要約 
近年、日本全国の大学や短期大学(以下、短大とする)において学生の募集停止や廃校が

相次いでいる。特に 2010 年以降から廃校件数は急増しており、それまでほとんどなかっ

た四年制大学の廃校も見られるようになった。 

大学・短大が廃校に至る発端としては、定員未充足状態の慢性化による学生の募集停止

が挙げられる。特に、近年の私立大学においては定員の未充足状態が深刻な問題となって

おり、私立大学のうち定員未充足校は 59％を占めている。またこれに伴い、数多くの私立

大学・短大で学生募集停止が決定されており、その規模は前例のない規模になっている。 

このように私立学校が廃校に至る要因は、大きく分けて(1)少子化による 18 歳人口の減

少 (2)財務基盤の脆弱性 (3)定員未充足大学を淘汰する政策の 3つがある。18 歳人口の減

少により入学者が減少したことによって、定員未充足状態が慢性化し、脆弱な財務基盤を

持つ私立大学の経営状態が悪化した。また、それに加えて定員未充足大学を淘汰する政策

が導入されたことで経営改善の手段が大きく制限され、学生の募集停止や廃校に至る私立

大学・短大が増加したと推察される。 

このような大学・短大の廃校は、地域経済の縮小や地域格差の拡大を招く可能性が示唆

されている。 

現在、人口や企業活動、所得など様々な経済活動において東京一極集中が進行しており、

大学・短大が廃校することで更なる地域経済の縮小、地域格差の拡大を引き起こす懸念が

ある。文部科学省(2021a)は、地域における大学の衰退は、地域成長の原動力を喪失させ

る深刻な問題が指摘されている。実際、高岡法科大学の学生募集停止、三重中京大学の廃

校により、地域の人材教育機能や産業への貢献が失われ、地域経済を縮小し地域格差を拡

大させる可能性が指摘されている。しかし、その検証は海外事例のみにとどまっており、

我が国では実証的な検証や定量的な分析は未だ実施されていない。 

本稿では「大学の廃校が地域経済にどのような影響を与えるか」を問題意識とした分析

を行うことで大学・短大の廃校による影響を明らかにし、大学の存続に向けた政策提言を

行う。具体的には、公示地価データを用いて大学廃校を外部刺激としたイベントスタディ

分析を行うことで、大学の廃校がもたらす地域経済への悪影響を実証的に検証する。その

上で大学存続に向けた政策と大学存続の効果を最大限発揮するための政策を提言する。 

本稿の構成は以下のとおりである。まず第 1章で大学・短期大学における廃校の現状と

その要因について説明する。また、大学や短期大学の廃校が周辺地域にもたらす影響につ

いて整理し、本稿の「大学の廃校が地域経済にどのような影響を与えるか」という問題意

識の背景を説明する。 

第 2章では、大学が地域経済に与える影響を分析した先行研究を(1)大学が地域経済に

与える影響 (2)大学の廃校・撤退が地域経済に与える影響の 2つに分類しまとめる。この

上で,本稿の(1)我が国において実証的な分析を行っている点 (2)経済理論に基づき大学近

傍 10 地点の加重平均公示地価データを使用している点の 2点が、先行研究と比して強い

新規性・独自性を持つことを説明する。 

第 3章では、「大学の廃校が地域経済に負の効果をもたらす」を検証仮説に設定し、大

学の廃校が地域経済にどのような影響を与えるかをイベントスタディ分析を用いて実証的

に検証する。 

第 4章では、第 3章の分析結果を基に、大学を存続したうえでその効果が最大限発揮さ
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れることが期待される公立化政策を 2つ提案する。具体的には、費用便益の観点から、財

務シミュレーションを用いて公立化の優位性を検証する。その上で、公立化の課題を前後

で整理し、それぞれに対応した政策提言を行う。具体的には、以下の政策提言を行う。 

政策提言Ⅰ【地方自治体と大学の包括連携協定の具体化及び活動の促進】 

政策提言Ⅱ【地方自治体と公立化大学間の包括連携協定に基づく共同・受託研究の促 

進】 

第 5章では、本稿の貢献と結論を簡単にまとめ、残された課題について論じる。 
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第 1 章 現状・問題意識 
第１節 大学・短期大学の危機 
第 1 項 廃校2を選択する大学・短大 

近年、全国の大学では学生の募集停止や廃止を余儀なくされる事例が相次いでいる。

1999 年以前は、短期大学(以下、短大とする)がわずかに廃校する程度であったが、1999

年から短大の廃校数が年間 5 校を超えるようになり、廃校数の増加が顕著に見られるよう

になった。また、2010 年前後を境に廃校件数が急増し、それまで稀であった四年制大学の

廃校も目立つようになった(図１)。その後も廃校の増加傾向に歯止めはかからず、今後も

大学・短大の廃校は増加傾向で推移することが予想される。このことから大学・短大の廃

校は一時的な現象ではなく、様々な社会的要因により高等教育機関の経営悪化が表面化し

た構造的な問題であると考えられる。 

 

図	1 大学・短期大学の廃校数推移	

 
(文部科学省

(2011b,2012b,2013b,2014b,2015b,2016b,2017b,2018b,2019b,2020b,2021b,2022b,2023b, 

2024h,2025c), 

 
2 文部科学省の公的資料等では大学の撤退に関して「廃止」という用語が用いられているが、本稿では一般的な理解に

配慮し、「廃校」という用語を用いることとする。 
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高等教育資格承認情報センター(2025)より筆者作成) 

 

 

第２項 大学・短大が廃校に至る過程 

大学・短大が廃校に至るまでには、段階的な過程が存在する。図２は、大学・短大が廃

校に至るまでの主な過程を示すものである。 

図	2 大学・短大が廃校に至る過程	

 
(筆者作成) 

 

まず、入学者数の減少や財務状況の悪化を踏まえ、大学・短大3が自主的に改善計画を策

定する。大学・短大が策定した改善計画の達成が困難であると判断した場合に、学生の募

集停止や廃校の方針を決定する。この決定は定員未充足が慢性化し、教育体制や財務運営

の維持が困難になった段階で行われることが多い。実際、2025 年度の募集停止を決定した

富山県の高岡法科大学は、1999 年度以降、定員未充足の状態が続いたことで志願者の増加

が見込めず募集停止を決定した(朝日新聞デジタル,2025 年 4 月 15 日)。また、2026年度の

募集停止を決定した京都府の京都ノートルダム女子大学と愛知県の名古屋柳城女子大学も

同様の理由から募集停止を決定している(朝日新聞デジタル,2025年 4月 25日, 大学ジャー

ナルオンライン,2025 年 2月 20 日)。 

次に、募集停止を決定した大学・短大は、全学生が卒業するまで学校運営を維持する必

要があるため、全学生の卒業後、理事会において廃校に係る決議を経て、文部科学省に廃

校申請し、正式に廃校となる(文部科学省,2025f)。高岡法科大学が 2025 年度に学生の募

集停止を決定したものの、2028 年度に廃校の申請を予定しているのは、在学生が全員卒業

するまでは正式に廃校を申請することができないからである。 

以上より、大学・短大の廃校は、定員未充足状態の慢性化により学生の募集停止が決定

され、その後全学生の卒業をもって正式に廃校となるという過程を経て進むことがわか

る。 

第３項 定員未充足校の増加 

定員未充足状態の慢性化は大学・短大を学生募集停止や廃校に導く発端であると考えら

 
3 ここでの「大学・短大」は、大学・短大を運営する学校法人のことを指す。 
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れる。大学の定員未充足校割合4は 1990 年代までは概ね 4～8％の低水準で推移していた

が、1999 年に 20％へと急増した後から増加傾向が続き、2024年には過去最高となる 59％

に到達した(図３)。後述する少子化による 18 歳人口の減少や政策的背景などを踏まえる

と、今後も定員未充足校の増加が推察される。 

 

図	3 私立大学の定員未充足校割合	

 
(日本私立学校振興・共済事業団(2025)より筆者作成) 

 

また、図 1、３から、私立大学の定員未充足校割合と大学・短大の廃校には密接な関係が

あると考えられる。よって、定員未充足が深刻となってきている現状は、今後の大学の大

量廃校を予見させるものと言える。 

 

第４項 募集停止の増加 

このように、定員未充足状態の深刻化は、私立大学・短大の廃校を予見させるが、通

常、「学生募集停止」という経営判断が先行する。実際、近年多くの私立大学・短大が学

生募集停止を決定している。 

2020～2023 年度において、募集停止を決定した私立の大学は年間 0～2 校、短大で年間

2～8 校程度であった。しかしながら、2025 年度には大学 3校と短大 23 校の募集停止が決

定しており、2026年度には大学 3校と短大 23 校の募集停止が予定されている(図 4)。こ

のように複数年度にわたり前例のない規模で募集停止が続いており、2020～2023 年度には

ほとんど見られなかった四年制大学における募集停止も発表されてるようになったのは注

目に値する。四年制大学を含む高等教育全体が構造的な縮小局面に入っており、学生確保

や財務運営の観点から、継続的な教育提供が困難となりつつある現実が顕在化してきてい

 
4 私立大学のうち「定員未充足校」が占める割合を指す。 
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ると言える。 

 

図	4 募集停止件数の推移	

 
 (大学ジャーナルオンライン(2025 年 4 月 25 日),文部科学省(2025g)より筆者作成) 

 

第２節 廃校・募集停止の要因 
 

大学・短大が廃校に至る背景には以下 3 点の要因が存在すると考えられる(総務省,2023 

文部科学省,2024a,2024c 一般社団法人日本私立大学連盟,2024）。 

第１項 少子化による 18 歳人口の減少 

第１に、少子化による 18 歳人口減少の進行である。文部科学省(2023)よれば、18 歳人

口は 1992 年の約 205 万人から減少を続け、2025 年には約 109 万人まで減少している。ま

た、2035年には初めて100万人を下回って約 96万人となると推計されており、将来的には

約 82 万人にまで縮小すると考えられている(図 5)。さらに、2035 年には 18 歳人口の急減

が予想されており、それに伴って大学進学者数のさらなる減少が見込まれている(日本経

済新聞,2025 年 3月 28 日)。 
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図	5 我が国における 18 歳人口の推移	

 
(総務省(2023)より筆者作成) 

 

 

第２項 財務基盤の脆弱性 

第２に、財務基盤の脆弱性である。募集停止や廃校に至る大学・短大に私立学校が多い

のは、私立学校特有の脆弱な財務基盤に起因するところが大きく、私立大学・短大の財務

基盤は入学定員の充足状況に強く依存しているとされている(大槻,2024)。実際に私立大

学の収入構造は、学生生徒等納付金5が全体収入の約 77％を占めており、国立大学(以下、

国立大とする)の 16％と比べて極めて高い比重を示している(図 6)。したがって私立大学

は学生納付金の減少、すなわち入学者数の減少が直ちに経営の不安定化につながる構造的

な脆弱性を抱えていると言える。その中でも、小規模大学や女子大学(以下、女子大とす

る)、単科大学は、特に学生納付金に依存する割合が高く、経営基盤の脆弱さが顕著とな

っている。近年では、経営難から学部再編や統合を余儀なくされる事例も相次いでおり、

財務基盤の強化が喫緊の課題となっている(津山市,2025)。 

 

 
5 学生生徒等納付金とは、授業料や入学金などの教育機関が学生・生徒に就学の対価として義務的に徴収する費用の総

称である。 
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図	6 国私立大学の収入構造	

 
(一般社団法人日本私立大学連盟（2024）より筆者作成) 

 

第３項 定員未充足大学を淘汰する政策 

第３に、定員未充足大学を淘汰する政策である。大学・短大が廃校を選択する背景には

社会的要因だけではなく、政策的な要因も存在する。文部科学省は、大学設置基準に基づ

き、大学数や定員管理を適正化する政策を展開している(文部科学省,2024c)。これらの政

策は、教育の質の保証や公費配分の適性化を目的とするが、結果として定員未充足によっ

て財政基盤が乏しい大学の廃校を引き起こす側面を持つ。ここでは、定員未充足の大学に

対する政策を４つ概観する。 

(1) 修学支援新制度6の厳格化 

第１に、「高等教育の修学支援新制度」の厳格化が挙げられる。この修学支援新制度は

2020 年 4 月より開始した授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学

金を通じて、大学や短大、高等専門学校、専門学校といった高等教育機関の学費負担を軽

減する制度である。文部科学省は 2024年度から修学支援新制度の厳格化として「直近 3

年連続で定員充足率が 8割未満の大学を修学支援新制度の対象外とする」措置を導入した

(文部科学省,2024a)。また、同制度の変更前までは、1)直前 3年度全ての収支計算書の

「経常収支差額」がマイナス 2)直前年度の貸借対照表の「運用資産-外部負債」がマイナ

ス 3)直前 3年度全ての在籍学生数が 8割未満、以上 3点に全て該当すると就学支援新制

度の対象外となっていたが、同制度の厳格化により 3)に該当するのみで就学支援新制度の

適用外となる措置が取られた。さらに、d) 大学全体の収容定員が 5割を切る場合には、

この制度からの除外猶予すら認められないことが定められている(文部科学省,2024d)。文

 
6 新制度という名称であるが、旧制度があるわけではない。 
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部科学省(2020b)によると、制度創設当初の 2020 年度から同様の収容定員充足率に関する

基準は存在していたものの、就学支援新制度の対象外となった学校は 2023 年度まで年間

数校程度と極めて少数であった。しかし、2024年度から d)が加わったことで修学支援新

制度の対象外となる私立の大学が 13 校、短大が 31 校に急増した。そのうち、少なくとも

大学 1校7、短大 12 校8は、その後、学生募集の停止を決めたことが明らかになっている

(朝日新聞デジタル,2024年 2月 28 日)。つまり、経済的な支援を必要とする学生が修学支

援新制度の適用外となった大学・短大を選びにくくなったことで、学生募集停止が誘発さ

れるようになったと考えられる。 

 

表	1 修学支援新制度の変更点	

 
(文部科学省(2024c)より筆者作成) 

 

(2)私学助成の厳格化 

第２に、私学助成の厳格化である。私学助成とは、私立学校に対する財政的支援を提供

する制度であり、教育機会の拡充や学校の経営安定化、教育水準の向上を目的とする助成

金である。これは国や地方自治体から支給され、各私立学校の教育活動に利用される。そ

の中心を成すのが「私立大学等経常費補助金」であるが、文部科学省は 2026年度から経

営難の大学に対する「私立大学等経常費補助金」の交付要件を厳格化する方針を示した。

同制度の厳格化は、収容定員充足率の割合に応じた、私立大学等経常費補助金が減額・不

交付をもたらす(文部科学省,2024c)。定員充足率が 89％以下だと支給される補助金から

13％の減額、51～55%の定員充足率であると補助金が半減し、50％以下であると不交付と

なる。 

 

 
7 修学支援新制度の対象外となり、学生募集停止を決めた大学は、高岡法科大学である。 
8 修学支援新制度の対象外となり、学生募集停止を決めた短大は、光塩学園女子短期大学、拓殖大学北海道短期大学、

城西短期大学、大妻女子短期大学、星美学園短期大学、帝京短期大学、貞静学園短期大学、上智大学短期大学部、滋賀

文教短期大学、鈴鹿大学短期大学部、横浜女子短期大学、名古屋文理大学短期大学部の 12 校である。 
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表	2 私立大学等経常費補助金の交付条件	
 

 
(文部科学省(2024c)より筆者作成) 

 

また、2025 年度より文部科学省は経営が悪化している 42 学校法人に対し、個別に経営

改善計画の提出を求めて指導を行っている。今後は経営不振の学校法人がさらに増えるこ

とを見据え、指導・助言の体制を強化した上で、対象を約 100 法人へ拡大する予定である

(読売新聞,2025 年 4 月 24日)。さらに、提出された改善計画が実行されず、経営が改善し

ない場合には、私学助成金を減額する方針が示されており、実効性のある経営改革を促す

仕組みとなっている(文部科学省,2025e)。 

 

（3）大学設置審査・寄附行為設置認可審査の厳格化 

第３に、大学設置審査および寄附行為設置認可審査の厳格化である。文部科学省は、

2025 年度に大学設置審査を、2026年度に寄附行為設置認可審査をそれぞれ厳格化する方

針を示している。 

大学設置審査とは、学校法人等が新たに大学や学部を開設する際、文部科学大臣の認可

を受けることで正式な設置を許可する制度である。申請にあたって設置者は、教育課程や

教員組織、校地・校舎などが法令基準に適合していること、また法人としての経営基盤が

健全であることを示す必要がある。審査は、文部科学大臣から大学設置・学校法人審議会

へ諮問され、その下部組織である「大学設置分科会」と「学校法人分科会」によって行わ

れる。前者は学校教育法および大学設置基準に基づき教育課程や教員組織、施設等の妥当

性を審査し、後者は私立学校法および「学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関

する審査基準」に基づき財務や組織運営の適正性を審査する。両分科会の審査結果は、大

学設置・学校法人審議会として文部科学大臣に答申され、最終的な認可の可否が判断され

る(文部科学省,2025f)。 
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図	7 大学設置認可の手順	

 
(文部科学省(2025f)より筆者作成) 

 

大学設置審査制度の厳格化では、認可申請時点において既存の学部または短大の「収容

定員に対する在籍学生数の割合」が 5割を下回る場合、申請は不認可とされる(文部科学

省,2024c)。すなわち、2025 年度以降、5割以上の定員割れを起こした私立大学・短大

は、新規の学部・学科を設置できなくなる。大学が生き残りを図るために学部再編や特色

ある新設を試みても、定員割れが継続していれば制度上その手段を封じられることにな

る。 

次に、寄附行為とは、学校法人運営の基本規程であり、株式会社における「定款」に相

当する。寄附行為には、目的や名称、役員、会計、評議員に関する事項など、学校法人の

運営に不可欠な内容が定められ、私立学校法第 30条に基づき文部科学大臣の認可によっ

て効力を持つ。また、変更時にも同様の認可が必要となる(文部科学省,2025d)。 

寄附行為設置認可審査制度の厳格化では、寄附行為の変更を申請する学校法人が設置す

る全ての大学等について、「学部単位で収容定員に対する学生数の割合」が 5割を下回る

場合、申請が不認可となる(文部科学省, 2024c)。したがって 2026年度以降、定員割れが

深刻な大学は、寄附行為の変更を通じた組織改革や学部再編といった大学経営上の根本的

な制度設計の見直しが困難となる。つまり、経営改善のための自由度が大きく制限され、

定員未充足の大学・短大ほど再生の手段を失う制度設計が進みつつあるといえる。 
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表	3 大学設置審査・寄附行為設置認可審査の基本要件	

 
(文部科学省(2024c)より筆者作成) 

 

(4)補助金申請資格の制限 

第４に、補助金申請資格の制限である。現在、定員未充足状態にある大学には、1)大学

教育再生戦略推進費(以下、再推費とする)と 2)大学・高専機能強化支援事業という 2点の

申請が制限されている。まず、再推費とは、国立・公立・私立全ての大学を対象とし、中

央教育審議会等で提言された政策課題に特化して大学を誘導的に支援する補助金のことで

ある。具体的には、1)世界トップレベルの教育研究を展開し国際的な発信力を高める大学

の支援、2)革新的な教育研究プログラムの開発やシステム改革を促し、大学教育の質を向

上させる事業の重点的な支援という 2つの目的がある。しかし再推費は、直近の修業年限

期間9中、連続して収容定員充足率が 7割未満であれば申請ができず、全学の収容定員充足

率10が 5割を上回らない場合は、上記を問わず申請ができないと定められている。 

次に、大学・高専機能強化支援事業11とは、私立・公立の大学及び高等専門学校を対象

に、成長分野を牽引する高度専門人材の育成を促すため、学部転換等の改革を行う意欲的

な大学・高専を支援する事業である。同事業は、改革が予見可能性をもって進められるよ

う基金を創設し、安定的かつ機動的で継続的な財政支援を行っている。しかし、同事業も

申請には制限があり、大学の総収容定員充足率が計画の対象となる学部等の設置等に係る

設置認可申請、もしくは、届出までに 8割を満たさない場合は申請することができない。

以上のように、定員割れが慢性化した大学は、改革推進に必要な財源を確保することでさ

え困難な状況に置かれている。 

 
9 直近の修業年限期間とは、「現在、在籍する学生が入学して卒業するまでの期間」のことを指す。例えば、学士課程

なら 4 年間、短大なら 2 年間、高等専門学校なら 5 年間の期間のことである。 
10 全学の収容定員充足率とは、(設置する学部の在籍者数の和/設置する学部の収容定員の和)のことである。 
11 大学・高専機能強化支援事業は、学部再編等に必要な経費(検討・準備段階から完成年度まで)を原則 8年以内、最

長 10 年間 20億円程度まで支援する事業である。 
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表	4 補助金申請制度の基本要件	

 
(文部科学省(2024c)より筆者作成) 

 

以上のように、修学支援新制度や私学助成、大学設置審査、寄附行為変更、そして補助

金申請資格に至るまで政策は一貫して定員未充足の大学に対し厳しい対応を進めている。

結果、定員割れが慢性化している大学や経営基盤が脆弱な大学ほど、学生募集の縮小、補

助金の減額、学部再編の制限といった負の連鎖に直面し、最終的に募集停止や廃校を選択

せざるを得ない状況が拡大している。 

 

第３節 地域経済の現状・懸念 

第１項 地域経済の現状 

地域12経済とは、特定の地域内で行われる経済活動全般のことを指す。現在、東京一極

集中の進行により地域経済は依然として厳しい状況が続いている。本項では、地域経済を

構成する 4つの指標に分類し、東京への経済資源の集中と地域格差の現状を整理する。 

(1)人口 

文部科学省(2020)によれば、日本全体が人口減少に転じる一方、東京圏では依然として

大幅な転入超過が続いている。特に、進学や就職を契機とする 20～24歳の若年層の流出

が顕著である。図８は 20～24歳における都道府県間の人口移動を示している。東京都に

おいて年間 50,339 人の若者が流入している。愛知県や大阪府と比較しても突出してお

り、若年層の東京集中が進行していることがわかる。 

この結果、地域経済の中核を担う若年層人口が継続的に流出し、地域経済が衰退するリ

スクが高まっている。 

 
12 本稿における「地域」とは、東京都以外の地域のことを指す。 
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図	8 20～24 歳における都道府県間人口移動	

 
(文部科学省(2020e)より筆者作成) 

 

(2)企業 

企業立地においても東京集中は顕著である。図９は都道府県別の上場企業本社数を示し

ており、その 50.62％が東京都に所在する。大阪府の 11.94％、愛知県の 6.22％を大きく

上回り、企業活動の中心が東京に偏在している(国土交通省,2021)。 

さらに、国土交通省(2021)によれば、資本金 10億円以上の大企業は東京圏に 3,428社

(うち東京都 2,926 社)であるのに対し、大阪圏は 782社、名古屋圏は 387 社にとどまる。

大企業の本社機能が集中することで、雇用や税収といった地域経済の基盤が東京に集積

し、地域経済の発展が制約される点が懸念される。 
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図	9 都道府県上場企業本社数	

 
(国土交通省(2021)より筆者作成) 

(3)所得 

所得面でも東京とその他地域の格差は大きい。図 10 に示すように、東京都の 1人当た

り県民所得は 542万円であり、全国平均 332万円を大幅に上回る。愛知県 373万円、大阪

府 332万円と比較しても高く、所得の地域集中が明らかである。所得格差は消費力や税収

格差につながり、結果として地域経済の基盤が弱体化する懸念がある。 
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図	10 都道府県別 1 人当たり所得	

 
(国土交通省(2021)より筆者作成) 

(4)教育(大学) 

高等教育機関の配置にも明確な偏りがみられる。図 11 が示す通り、東京都には 145 校

の大学が立地し、大阪府 58 校、愛知県 53 校を大きく上回る。東京圏全体では 232 校が集

中し、全国大学数の約 3割を占める。一方、鳥取県 3 校、島根県 2 校、佐賀県 2 校のよう

に大学の選択肢が極めて少ない地域も存在する。 

大学は若者の進学による人口定着、雇用創出、地域産業との連携、文化・研究機能を担

うため、その偏在は人口流出を構造的に誘発する。特に大学数の少ない地域では、仮に大

学が廃校すれば、若年層の流出が加速し、地域経済の衰退を一層深刻化させる可能性が高

い。 
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図	11 都道府県別大学数	

 
(政府統計の窓口 e-stat(2025)より筆者作成) 

以上の通り、地域経済を測る各指標において、東京とその他地域の間で明確な格差が存

在する。すなわち、地域経済を支える基盤は東京に集中し、いずれの地域においても衰退

するリスクを抱えていることがわかる。この状況下で大学の廃校が進行すれば、更なる地

域経済の弱体化と地域間の格差拡大がより加速することが強く懸念される。 

 

第２項 地域経済への懸念 

前項の説明通り、社会的要因や政策的要因によって増加している私立大学・短大の廃校

は、地域経済の縮小や地域格差の拡大を導く可能性が指摘されている。 

文部科学省(2021a)は、地域における大学の衰退は、地域成長の駆動力を喪失させる深

刻な問題であることを指摘している。例えば、高岡法科大学は、これまで卒業生約 5,000

人の多くが地元企業や自治体に就職し、地域の産業や行政を支える人材として重要な役割

を果たしてきた。しかしながら、同大学の学生募集停止により、地元への人材供給拠点が

喪失し、地域産業構造の脆弱化を通じて地域経済の持続的発展に悪影響を及ぼす可能性が

指摘されている(日本経済新聞,2025 年 3 月 28 日)。また、三重中京大学13で学生募集停止

を経験した教員は、地域における高等教育機関の存在が人材育成や地域経済の維持に不可

欠であると述べ、地域に大学がなくなることは地域格差を拡大させる要因になると警鐘を

鳴らしている(毎日新聞デジタル,2025 年 8月 13 日)。 

このように、大学は単なる教育機関にとどまらず、地域に必要不可欠な人材育成、研究

活動を通じた産業との連携、地域固有の文化や歴史の継承を通じて地域成長に大きく寄与

していると考えられている。そのため、大学が廃校となれば、これらの機能が一度に失わ

れることが予想される。つまり、人材育成の機能、研究活動を通じた地域産業への貢献、

地域固有の価値継承・創出する基盤が失われ、地域経済の衰退を引き起こすことが懸念さ

 
13 三重中京大学は、かつて三重県松阪市に存在した大学で 2013 年に廃止された。 
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れている。しかし、第２章で紹介するような大学と地域経済の関係を考察した研究はある

ものの、大学・短大の「廃校」が地域経済に与える影響を対象とした実証分析は日本では

十分に蓄積されていない。文部科学省が 2025 年に大学の撤退による地域への影響を調査す

る方針を初めて示したが(朝日新聞デジタル, 2025 年 7 月 10 日)遅きに失した感は否めな

い。 

 

第４節 問題意識 
前述した通り、近年、我が国における大学・短大の廃校が相次いでいる。廃校が増加し

た要因として、少子化の進行に伴う 18歳人口の減少や財政基盤の脆弱性といった社会的・

制度的要因があることは言うまでもない。文部科学省(2021a)では、大学・短大は、地域

に必要な人材育成や研究活動による産業との連携などを通じて地域特有の課題解決や価値

創出の基盤として大きく寄与しているとし、大学・短大が廃校することは、これらの機能

を一度に喪失し、地域経済発展の駆動力を失うと述べている。実際、高岡法科大学や三重

中京大学が廃校したことで、地域への人材供給基盤が失われ、地域経済の衰退、地域格差

が助長されたと指摘されている。 

しかし、我が国における大学の存在や設置形態の変更による影響を検証した研究は存在

するが、大学・短大の廃校に注目し、地域経済に与える影響を実証的に検証した研究は筆

者の知る限り存在しない。文部科学省が 2025 年に大学が撤退することによる地域への影響

を調査する方針を示したが、対象事例が限られている上に、調査の公表時期も明らかにさ

れていない。 

日本各地で大学・短大の廃校が深刻になった現在、廃校が地域経済に与える影響を実証

的に検証する研究には大きな社会的意義が存在する。本稿では、「大学の廃校が地域経済

にいかなる影響を及ぼすのか」を問題意識として設定し、大学存続の是非に関する政策的

議論の基盤を構築することを目的とする。具体的には大学の廃校と処置、被説明変数を地

価とするイベントスタディ分析を用いて実証分析を行い、識別された因果効果に応じた政

策提言を行う。 
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第２章 先行研究及び本稿の位置

づけ 
本章では、大学が地域経済に与える影響に関する先行研究を、1）大学の設置・誘致が

地域経済に与える影響に関する研究、2)大学の廃校・撤退が地域経済に与える影響に関す

る研究の２つに分類し紹介する。その後、第３項では、本稿との関連が強い研究を詳細に

紹介し、先行研究の限界点を述べる。最後に、それらの限界点を踏まえた上で、本稿の新

規性について記す。 

 

第１節 大学が地域経済に与える影響に関す

る先行研究 
 

まず、大学が地域経済に与える影響を分析した先行研究について紹介する。 

この分野については既に多くの研究が存在するため、(1)伝統的な統計手法による海外

研究、(2)因果推論による海外研究、(3)日本国内の研究、の 3つに分けて説明する。 

(1)伝統的な統計手法による海外研究 

Anselin et al. (1997)は、アメリカの 43州、125都市圏を対象に、大学研究の空間的

波及効果を定量的に分析した。空間誤差モデルおよび空間ラグモデルを用いて知識生産関

数を推定した結果、大学の R&D支出が高技術産業の特許登録件数に有意な正の影響を与

え、特に 50 から 75マイル圏内での波及が強いことが示された。 

Kantor and Whalley(2014)は、アメリカの大学を対象に、大学の寄附金ショックを自然

実験とした操作変数法により、大学支出の地域雇用への影響を推定した。結果、大学支出

の増加は地域雇用率を平均 1.6％押し上げ、特に知識集約的産業で効果が大きいことを示

した。 

Goldstein and Renault(2004)は、アメリカ各州や大都市圏において、大学の研究活動

や技術移転が地域所得に与える影響を分析した。最小二乗法を用いて研究大学を有する地

域とそうでない地域を比較した結果、大学研究は R&D支出および特許引用14を通じて地域

の一人当たり所得を有意に押し上げることが示された。 

Cowan and Zinovyeva(2013)は、1980 年代から 1990 年代におけるイタリアで大学の新設

が地域のイノベーション活動に及ぼす影響を固定効果モデルによって分析した。結果、新

設 5 年後には特許登録件数が約 7％増加することを示した。 

 
14 特許引用とは、ある特許が出願されるときに既存の特許をどれほど引用しているかを示す。Goldstein and 

Renault(2004)では、被引用回数と引用関係を用いて分析している。 



ISFJ2025 最終論文 
 

22 

 

表	5 伝統的な統計手法による海外研究	

 
(筆者作成) 

 

(2)因果推論による海外研究 

Bonander et al. (2016)は、スウェーデンにおける研究大学への格上げ政策を差分の差

分法(以下、DiD)を用いて分析した。1993 年から 2011 年のパネルデータを用いて分析した

結果、格上げ地域では特許登録件数が有意に増加し、教育機関の質的向上が技術革新を促

進することが確認された。一方で、地域の一人当たり GDPや雇用者報酬に顕著な上昇は確

認されなかった。 

Liu(2015)は、1862 年のモリル法15によって各州にランドグラント大学16が創設されたア

メリカの事例を利用し、合成コントロール法とイベントスタディ分析を用いて、大学設置

の因果的影響を検証している。1840 年から 1940 年までの郡レベルデータを使用し、人口

密度や労働市場、製造業の労働生産性、金融機関数を指標として分析した結果、大学の存

在は短期的効果よりも中長期的な地域経済発展に貢献することが示された。具体的には、

設置 50 年後、100 年後において人口密度が 45％増加するとともに非農業従事者が大きく

増加し、製造業の生産性が 57％増加することが示された。 

Lee(2018)では、2000 年から 2017年の間に韓国で新設されたキャンパス 25 事例を利用

し、DiDと傾向スコアマッチングを用いて、キャンパスの新設がその所在地域の若年労働

市場に与える影響を検証している。分析の結果、1)キャンパス設置後、20代の雇用率が有

意に上昇したこと 2)若年層(15～29 歳)の地元定着率が有意に上昇したことの２つが判明

した。 

Lee(2019)は、アメリカ・カリフォルニア州の新設大学であるカリフォルニア大学マー

セド校の事例を用い、合成コントロール法により大学設置の因果的影響を分析した。結

果、大学設置後に周辺郡の雇用率や所得水準が上昇し、大学が地域経済活性化の起点とな

ることが示された。 

 
15 モリル法とは、1862 年にアメリカにおいて農業大学設立のために各州に公有地を与えた法律のことである。 

16
 ランドグランド大学とは、モリル法に適用を受けている大学の総称である。 
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上記の他、動学一般均衡モデルによる研究も存在する。17 

 

表	6 因果推論による海外研究	

 
(筆者作成) 

 

(3)日本国内の研究 

江村ら(2023)は、成長会計モデルに基づくパネルデータ分析により、地方大学の存在と

地域経済の関係を分析している。結果、全国的に大学数18と都道府県別 GDP19の間に正の相

関があることが示された。 

福田ら(2024)は、私立大学の公立化が地域人口構成に与える影響を固定効果モデルによ

って分析している。市町村区レベルのデータを用いて分析した結果、公立化によって全年

齢人口、特に、若年層人口が増加することを示した。 

文部科学省(2007)及び千葉科学大学公立大学法人検討委員会(2024)は、それぞれ地方大

学の経済波及効果や誘致による経済・財政効果を推計している。いずれも地方大学が地域

経済に一定の効果を与えることを示唆しているが、相関分析にとどまっている。 

 

 
17
 Giesecke and Madden(2006)は、オーストラリアにあるタスマニア大学を対象に多地域動学一般均衡モデルを用い

て、需要側の変数である学生消費や大学支出と供給側の変数である研究活動や人材育成を統合的に評価した。結果、大

学の成長は短期的には需要を押し上げ、長期的には労働生産性や技術進歩を通じて地域経済の持続的な拡大に寄与する

と示された。その他研究でも同様の結果が得られている(Giesecke and Madden(2005)) 
18 大学数は、地方大学の存在を示す指標である。 
19 都道府県 GDPは、地域経済を示す指標である。 
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表	7 日本国内の研究	

 
(筆者作成) 

 

以上の研究から、大学の設置や規模拡大が雇用や人口定着、人材育成などを通じて地域

経済を発展させる傾向が明らかとなった。その一方で、我が国における先行研究は相関分

析や経済波及効果の推計に留まっており、因果効果を推定することによる検証が十分に行

われていないことが確認された。 

 

第２節 大学の廃校・撤退が地域経済に与え

る影響に関する先行研究 
 

次に、大学の廃校・撤退が地域経済に与える影響を分析した先行研究について紹介す

る。 

Jung(2025)は、韓国の 228自治体20を対象に 2SDiD21を用い、大学廃校が地域の知的財産

権登録件数に与える影響を分析した。2011 年から 2021 年のデータを用いた結果、廃校後

に登録件数が約 16％減少し、非大都市圏や代替の大学がない場合、四年制大学の廃校は与

える影響がより大きいことが示された。 

Bae(2023)は、2005 年から 2017年の間に廃校になったアメリカの私立大学 4校と 2012

年から 2022 年の間に廃校になった韓国の大学 4校とそれらの所在地域を対象として合成

コントロール法を用いて分析している。高卒者の進学率、地域の業種別事業所数や従業者

 
20 韓国における市・郡・区レベルの自治体を対象としている。 
21 2SDiDとは、2-Stage Difference-in-Differenceを指し、Gardner(2022)の二段階差分の差分法を採用しており、閉

鎖の発生時期が地域ごとに異なる staggered DiDを補正し、地域固定効果と年固定効果を含めて推定している 
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数、地域22別 GDPを指標として分析した結果、大学廃校による影響は限定的であることが

確認された。具体的には、教育サービス業の雇用は有意に減少したが、地域 GDPや全産業

の雇用に関する指標、地域の大学進学率に影響は与えないことが示された。 

Shin(2022)は、1999 年から 2018 年の間に廃校となった韓国の 14大学とその所在地域を

対象として DiD を用いて分析している。大学の廃校の実施有無を説明変数、小売業・飲食

業・サービス業・全産業の事業者数・従業者数を目的変数として分析した結果、分析の結

果、ほとんどの指標で有意な影響は見られないことが示された。一部の地域では、大学に

関連する芸術・スポーツ業、レジャー業では有意な減少が見られたものの、当研究では分

析期間が 6 年と短いことや、廃校前から地域経済が悪化していたことから大学廃校による

真の影響とは言いきれないと考えられている。 

以上の研究から、大学の廃校が地域経済に及ぼす影響は一様ではないことが示された。

教育や医療など大学と密接に関連する分野では顕著な影響が確認される一方で、地域の産

業に即時的な衰退をもたらすとは限らないことが明らかになっている。また、これらの先

行研究はすべて海外事例に基づいており、我が国における大学廃校の影響を実証的に検証

した研究は筆者の知る限り存在していない。 

 

表	8 大学の廃校が地域に与える影響の研究	

 
(筆者作成) 

 

第３節 本稿の位置づけ 
 

以上より、大学が地域経済に与える影響に関する先行研究の限界は、以下３点にまとめ

られる。 

第１に、我が国における大学の廃校が地域経済に及ぼす影響に関する実証分析は、筆者

の知る限り存在していない点である。韓国やアメリカにおける、大学廃校政策の実証分析

は確認されるものの、我が国では、実証分析が行われていない。こうした状況は、学術的

 
22 アメリカでは郡(County)レベル、韓国では市・区・郡レベルの自治体を対象としている。 
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に日本の大学政策の効果分析が提供できていないだけでなく、少子化が進む我が国にとっ

て重要政策である大学設置の是非を議論する基盤を有していないことを指す。これより、

我が国における本分野の研究需要は高く、大学の廃校政策が地域に与える影響の定量分析

は急務である。 

第２に、行政区画単位では、大学の周辺地域に与える影響を十分に捉えきれない点であ

る。先行研究では、例えばアメリカでの研究では州や国、韓国の分析では市・区・群とい

った行政区画単位のデータ利用にとどまっている。しかし、例えば、市境に近接して立地

する大学の場合、廃校による影響は隣接した自治体にも広く及ぶ。したがって、廃校が与

える地域経済への影響をより正確に把握するためには、大学の周辺地域に地域単位を選定

し、検証する必要がある。 

第３に、地域経済への影響の定量化が経済理論に基づいて実施されていない点である。

先行研究では、大学廃校の影響を従業員数や事業所数、地域別 GDP といった分析者が主観

的に選択した指標で捉えている。しかし、これらの指標で得られた結果は経済現象の一面

に過ぎず包括的に把握できていない。一般に、大学の存在が地域にもたらす効果は、教育

機会の提供や産業の活性化など、多様な形態を取る。Oates（1969）や Brueckner

（1979,1982）が示す「資本化仮説」によれば、公共サービスなど効用を高める便益は将

来にわたる期待価値として土地資産価格に反映される。大学は、教育サービスの供給のみ

ならず、若年人口の誘引・滞留、文化的・社会的資源の供与、地域の将来性向上といった

複合的な地域便益を創出する。これらの便益は、地域住民や企業が将来にわたり享受する

期待便益として資本化され、住宅・土地価格（地価）に反映されるという立場が資本化仮

説である (資本化仮説における詳細な説明は肥田野著（1997）を参照されたい）。よって、

地域経済の変化を把握する指標としては地価が理論的に妥当である。財務省(2025）にお

いても、地価は人口動態、所得、居住環境など地域の経済状況を反映する指標として活用

されており、地価を通じた地域経済の動向把握や地域活性化の分析が進められている。 

以上より、本稿では大学近傍 10 地点の加重平均公示地価データを用いて、大学の廃校が

地域経済に与える因果効果を実証的に検証する。本稿の新規性・独創性は、上記の先行研

究の限界を踏まえ、それらを補完・克服した実証分析を行い、その結果に基づく政策提言

を行うことである。具体的な分析の新規性は以下の３点にまとめられる。 

 

１）大学の廃校が地域経済に与える影響分析した我が国初の実証分析であること 

２)行政区域を単位ではなく、実距離に基づく空間範囲を単位とする実証分析であること 

３）資本化仮説に根差し、地価という大学廃校が地域経済に与える影響を包括的にとらえ

る実証分析となっていること 

 

分析に続く政策提言では、分析結果に基づき、効果的な大学制度設計に向けた一助となる

ことを目指す(図 12)。 
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図	12 先行研究の限界点と本稿の新規性	
 

 
 

(筆者作成) 
 

第 3 章 分析 
第１節 分析の方向性 
 

本章では、前章で提示した問題意識より大学存続の是非を議論する基盤をつくるため、

資本化仮説に基づき、大学の廃校が「地価公示に基づく公示価格(以下、公示価格とする)」

に与える因果効果をイベントスタディにより識別する。 

第 1 項 因果推論における処置群・統制群の設定 

本分析では、第 1 章で述べた通り廃校件数が急増し始めた 2010 年度以降に「廃校した

大学」を処置群、「廃校していない大学（2024 年時点で存続している大学）」を統制群と設

定する。処置群の設定に関しては、文部科学省(2024i)「新設大学等の情報」の「廃校大

学等一覧」と、高等教育資格承認情報センター(2025)「高等教育機関一覧」を参照し、結

先行研究の限界点 本稿の新規性

我が国における大学の廃校が地域経
済に与える影響を分析していない

我が国における大学の廃校が地域経
済に与える影響を分析

行政区画単位では、大学廃校による

真の影響を捉えきれない

地域経済への影響の定量化が経済理
論に基づいて実施されていない

大学近傍10地点の加重平均公示地価
データを用いた分析



ISFJ2025 最終論文 
 

28 

 

果として 2010 年から 2018 年に廃校した大学 12都市 12 校を使用した2324。ここで、分析対

象には、①4 年制大学、②短期大学、③短期大学部をもつ 4 年制大学を採用している。な

お、統廃合が発生した大学、短期大学から大学に移行した大学、4 年制大学に付属した短

期大学・大学院、大学院のみを持つ大学院大学、キャンパス利用頻度の少ないオンライン

大学は、例え制度的に廃校しても地域経済に影響を与えるとは考えにくいため、分析の対

象外とした。 

統制群の設定には、文部科学省（2024g）「令和 6年度全国大学一覧」を参照し、2024年

時点で存続している全国の大学 613 都市 700 校を対象とした。なお、対象外大学の設定に

は処置群と同様の基準を用いる25。 

 
 

表	9 廃校大学の設定基準における除外対象一覧	

除外対象となる廃校大学の基準 除外理由 

2回以上廃校大学が発生した市 処置効果の特定が困難なため 

郡部・東京 23区に所在する大学 経済的な地域規模の均一性を確保するため 

オンライン大学 キャンパス利用頻度が極端に少ないため 

統廃合された大学 他大学に吸収され存続しているため 

短期大学から大学へ移行した大学 廃校処置ではなく大学規模の拡大のため 

4 年制大学に付属する短期大学部・大学院 同一キャンパスに所在するため 

大学院大学 学士課程を持たず著しく学生数が少ない為 
（筆者作成） 

第 2 項 大学の廃校が地価に与える影響 

 
(1)目的 

 
本研究では、地価を被説明変数、大学の廃校を処置変数とするイベントスタディを実施

する。ただし、地価には行政区画単位のものではなく、大学近傍の基準値平均価格を用い

る。 
 
検証仮説：大学の廃校は大学周辺地価を下落させる 
 

 
23  文 部 科 学 省 ． 「 新 設 大 学 等 の 情 報 」 .2025 年 11 月 6 日 閲 覧 . 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/secchi/index.htm． 
24 高等教育資格承認情報センター（NIC-Japan）． 2025 年 11 月 6日閲覧. https://www.nicjp.niad.ac.jp/. 
25  文 部 科 学 省 ． 「 令 和 6 年 度 全 国 大 学 一 覧 」 ． 年 11 月 6 日 閲 覧 . 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ichiran/mext_00038.html． 
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先述の通り、資本化仮説に基づいて考えれば、大学の廃校が地域経済に与える影響は地価

に反映される。地価は将来への期待価値によって決まり、廃校は地域にとってマイナスの

期待をもたらすと考えられる。よって、廃校処置の行われた大学周辺では他地域と比較し

て相対的に地価が下落すると考えられる。 
 
(2)データ 
 
地価データには、国土交通省「国土数値情報ダウンロードサイト」(2025)掲載の 1999

年度から 2025 年度の「公示地価」を用いる26。公示地価とは、毎年 3月に国土交通省土地

鑑定委員会が公示する各年 1月 1 日時点の標準地の土地価格のことである。標準地とは、

地価公示法における 4 つの選定基準27に基づいて選定される地点のことで、「市町村の区域

内において適切に分布し当該区域全体の地価水準をできる限り代表しうるものであるこ

と」とされている（国土交通省,2011）。令和 7 年地価公示では、公示区域内の全国 26000
地点の標準地地価が公表されているが、毎年、選定基準を満たさない地点の選定替えが実

施されている。そこで、本研究では 1999 年度から 2025 年度にわたって連続して地価が公

示されている標準地の地価のみを採用した。また、以下では、住宅地・商業地別の分析も

行うため、この分類が可能な地点のみを対象としてデータを作成し、最終的に 14308 地点

の公示地価データを利用した。 
図＊は QGIS を用いて、分析に使用した大学の所在地、対象にした標準地を住宅地・商

業地をそれぞれ分けてプロットしたものである。 
 

 
26

 国 土 交 通 省. (2025). 『 国 土 数 値 情 報 ダ ウ ン ロ ー ド サ イ ト 』. 2025 年 10 月 30 日 閲 覧, 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 
27 標準地の選定基準は、標準地の代表性、中庸性、安定性、確定性の 4つに基づく。 
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図	13 大学所在地と住宅地ポイント	

 
(筆者作成) 

 
図	14 大学所在地と商業地ポイント	

 
(筆者作成) 

 
統計分析では、各大学の本キャンパス所在地近傍から直線距離で計算した近傍 10 地点

の加重平均標準地地価を用いる。ここで 10 地点に限定したのは、これ以上地点数を増や
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すと大学間の距離が近くなり複数の大学で採用する標準地が発生するためである。こうし

た地価のデータ加工は先行研究でも用いられるものである。具体的には、各大学を𝑖 =
{1, 2, … , 𝐼}、抽出された大学近傍の標準地を𝑗 = {1, 2, … ,10}として大学との直線距離𝑥!,#(km) 
から以下のウェイト 0 <	𝑤!,# < 1を算出した。 
 

𝑤!,# =
0𝑥!,#1

$%

∑ 0𝑥!,#1
$%%&

#'%

(1) 

5 𝑤!,# = 1
%&

#'%
	 , 	𝑤!,# > 0 (2) 

 
しかし、加重平均標準地地価は依然として、都市の経済規模に大きく左右される懸念が

ある。例えば、経済規模の大きい都心は地価額も高く設定され、故に、都心地価の変動額

も大きい。一方で、地方都市は都心よりも低い地価額の設定が常であり、変動額も都心を

超すことはない。こうした懸念を克服するべく、時間方向と空間方向の２方向での基準化

を実施した。まず時間方向には、分析期間の初年度である 1999 年度の自身の値で除し、

これに先述のウェイトを用いて加重平均地価を算出することで対応した。次に空間方向に

は、大学が所在する各市内の単純平均標準地地価を時間方向に基準化したもので、上述の

時間方向調整済の各大学の加重平均標準地地価を除した。よって、本研究の統計分析で

は、以上のデータ加工を踏まえた以下の「基準化地価」を使用する:  
 
第𝑡年度の大学𝑖の「基準化地価」：  

𝑌!,( =
∑ 𝑤!,#%&
#'% ∙

𝑃!,#,(
𝑃!,#,%)))

𝑃*,(
+*(,;;;;;; 𝑃*,%)))

+*(,;;;;;;;;<
(3) 

 
ここで、𝑌!,(は第𝑡年度の第𝑖大学の基準化地価(指数)である。𝑃!,#,(は第𝑡年度の第𝑖大学の近

傍標準値𝑗における公示地価、𝑃*,-
.*(,;;;;;;;は第𝑡年度の第𝑖大学が所在する各市内の標準地の単純平

均地価である。なお、基準とする地価時点を 1999 年に設定し、それに応じ、年数は 𝑡 =
{2000, 2001,… , 2025}に設定している。 
表＊は分析に使用した変数の基本統計量である。 

 
表	10 基本統計量	

変数名 観測数 平均 標準誤差 最⼩値 最⼤値 

基準化地価 
（住宅地＋商業地） 18772 1.01240 0.00115 0.44210 4.75576 

基準化地価（住宅地） 18642 1.01374 0.00092 0.52947 2.80005 

基準化地価（商業地） 17862 1.00186 0.00167 0.29564 6.85841 
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第 3 項 推計手法 

本研究の分析対象である「大学の廃校」は、大学ごとに廃校時点が異なっており、従っ

て、複数の処置時点に広がる大学の廃校が地域経済に与える因果効果を推定する必要があ

る。そこで、この staggered adaption の状況に対応するイベントスタディモデルを用い

る。中でも、Borusyak et al.(2024)に倣い、廃校した大学を処置群、2024 年時点で存続し

ている大学を統制群として、処置群における平均処置効果（Average Treatment Effect on 
the Treated：ATT）を推定する28。具体的に、以下のイベントスタディモデルを推計する: 
 

𝑌!( = 𝐴!(/ 𝜆A! + 𝑋!(/ 𝛿A + 5 𝜏0

1

0'$1,02$%

𝐷!( + 𝜀!( (4) 

 
ここで、𝑌!(は時点 𝑡 における大学 𝑖	の「基準化地価」を示す。𝐴!(/ は個体ごとに結果変数

の影響が異なる共変量、𝑋!(/ はすべての個体において時点方向に影響が異なる共変量であ

る。𝜆A!と𝛿Aはそれぞれ𝐴!(/ と𝑋!(/ の係数であるが、これは Borusyak et al. (2024)に倣い 
𝑌!((0) = 𝐴!(/ 𝜆! + 𝑋!(/ 𝛿 の推計式に基づいて、非処置群のデータから推計された係数である。 
𝐷!(は廃校が発生した時点以降１を取り続け、発生していない場合に 0 を取る処置ダミー

である。𝜏0は各相対時点 𝑒における平均処置効果（Average Treatment Effect on the 
Treated: ATT）を表す。 
 

第４項 分析結果 

 
分析結果を(1)住宅地・商業地両区分を含めた基準化地価に対するイベントスタディ分

析、(2)住宅地のみ・商業地のみを含めた基準化地価に対するイベントスタディ分析の２つ

に分け報告する。 
こうした区分分けを行う背景として、光多(2012)は住宅地と商業地では地価動向が異な

ると指摘しており、住宅地は商業地より変動幅は小さいが地域差が反映されやすく、一方

で、商業地はその時々の経済状況による影響を強く受け、変動幅は大きいが地域間の差は

少ないとされている。そのため、本研究においても用途区分ごとの異質性に対応するた

め、住宅地・商業地それぞれ分けた分析を行う。なお、使用する標準地点数は、住宅地で

11308 地点、商業地は 3003 地点である。また、地域による都市構造の違いから生じる地

点数の偏りに対処するため、住宅地・商業地に区分分けを行う際には、抽出する大学周辺

の標準地点は 10 地点から 5 地点に変更し再度抽出しデータ処理を行った。 
第１に、住宅地・商業地の両区分を含めた分析結果を図＊で示す。結果は住宅地処置後

（𝑡 > −1）における処置パラメータの 95％信頼区間は０を挟んでおらず、故に、大学の廃

校は 5%有意水準で周辺地価を下落させていると考えられる。また、処置後 2 期目以降は

有意な結果がみられなかったが、廃校処置によって地価が下落する強い影響がみられた。 
結果の解釈として、資本化仮説に基づいて考えれば、この地価には大学の廃校がもたら

す地域経済に対する影響が反映されている。よって、本稿の検証仮説である「大学の廃校

 
28 中間発表時に頂戴した後藤剛志准教授のコメントを参考に、Borusyak et al. （2024）のイベントスタディモデルを

採用した。 
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が地域経済に負の効果をもたらす」ことが確認されたといえる。ただし、処置時点 2 期目

以降から有意に負の影響が得られなかったことに関しては、用途区分ごとの異質性が含ま

れていたことが挙げられる。住宅地・商業地を混合した分析では、対象となる標準地点数

は十分に確保される一方で、用途区分ごとによる詳細な影響を捉えきれない側面がある。

そのため、住宅地・商業地をそれぞれ分けた分析を必要とする。 
 

図	15 住宅地・商業地の基準地価	

 
(筆者作成) 

 
第二に、住宅地のみ・商業地のみを含めた基準化地価に対する分析結果を図＊、＊にて

示す。分析の結果、商業地では 4 期目以降から有意な影響は得られないものの、両地域で

３期目まで住宅地・商業地ともに廃校後の地価が有意に下落することが確認された。した

がって、用途区分を分けた分析においても、資本化仮説に基づき地価下落の影響が見られ

たことから、地域経済に負の影響をもたらしていることが示された。 
結果の解釈として、まず住宅地に関しては、地価下落の主な要因としてワンルームマン

ションをはじめとする学生向け賃貸物件の需要減少が考えられる。次、商業地に関して

は、大学関係者である学生や教職員が離れることで、大学周辺の飲食店やサービス業で顧

客層が減少することが考えられる。また、商業地で負の影響が短期的であった背景には、

廃校後の周辺地域への新規参入が考えられる。山田(1997)は、商業地の地価上昇要因とし

て土地担保を基本とする日本の融資制度を挙げ、市場において投資家が地価上昇の起きて

いない土地市場に参入するため、地価水準の低いエリアにおいて大規模な地価上昇が起き

ると述べている。つまり、本研究の分析結果は廃校によって地価が下落したのち、低迷す

る地価市場への新規参入によって地価が上昇したと解釈できる。 
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図	16	住宅地の基準地価	

 
(筆者作成) 

 
図	17 商業地の基準地価	

 
(筆者作成) 

 

第５項 分析結果のまとめ 
分析結果として、住宅地・商業地の両区分を含めた基準化地価に対し、廃校は負に有意

な影響を与え、地価を下落させる結果が示された。同様に、住宅地・商業地ごとの基準化
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地価に対しても、有意に地価を下落する結果が確認された。したがって、我々の検証仮説

「大学の廃校は大学周辺地価を下落させる」は採択されることが確認された。 
 

第４章 政策提言 
第１節 政策提言の方向性 
 

実証分析より、大学の廃校は地域経済に負の影響を与えることが明らかとなった。この

ことは、地域に大学が存続し続けることの重要性を示唆している。もちろん、少子化が進

む現在の日本で廃校の危機に直面する全ての大学を存続させることは現実的ではない。 

大学を維持させる政策は、人口の分散、言い換えれば東京一極集中の緩和から、学校統

合や学部の再編、法人合併、オンライン化などの経営改革まで多岐にわたる。しかし、人

口減少問題の解決は１大学・１地域で対応できるものではなく、学生の奪い合いともいえ

る状況下にあってはいかなる経営努力を行っても淘汰される大学が出現する。無論、最適

な大学数を検討する必要があろうが、学校法人自身でできる経営改善には限りがあり、地

域における大学の教育・研究機能を長期的に守る手段には不十分であろう。 

近年、いくつかの大学で実施された公立化は大学の「地域における価値」を守りつつ再

生を図る手段の一つであると考えられる。自治体が設置主体となることで、安定した公費

による財政支援を受けられるだけでなく、大学が地域政策と連動しながら課題解決や人材

育成を進める体制を整えることができる。また、地方に立地する大学にとっては、公立化

は単なる経営再建ではなく、大学の社旗的使命を再定義し、地域社会と一体となって教

育・研究の持続可能性を確保するための構造転換となりえる。しかし、公立化の推進には

いくつかの課題が存在する。 

そこで本稿では地域私立大学の公立化の積極展開を大学廃校による地域経済の縮小に対

する政策として提言する。その際に課題となるのは運営資金の確保と地域自治体でのノウ

ハウ欠如であろう。以下、それぞれについて政策を提言する。 

 

政策提言Ⅰ：【地方自治体と大学の包括連携協定の具体化及び活動の促進】 

政策提言Ⅱ：【公立化支援チーム派遣制度の創設】 

政策提言Ⅲ：【公立化による経営改善】 

 

 

第２節 公立化前後における課題 
 

公立化前の課題としては、地方自治体の大学公立化に関するノウハウの欠如が挙げられ

る。実際に、公立化を検討したものの導入に至らなかったケースとして、姫路獨協大学が

あげられる。姫路獨協大学の公立化では、大学の存続の際に実現可能性が低い計画である

ことや大学運営に関するノウハウが欠けていたことなどの理由から公立大学法人化に至ら

なかったと結論付けられている(姫路市,2022)。公立化後の課題は 2つ挙げられる。 

1 つ目は、公立大学としての意義・使命の欠如である。大学の公立化によって、低廉な
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学費に惹かれた他地域の学生が流入し、定員充足率が改善するといった表層的な効果は期

待できる。しかしながら、大学カリキュラムや教員組織が公立化前と変わらない場合、公

立大学としての意義や使命が確立されず、単なる「延命措置」に終わる可能性が指摘され

ている。（国立国会図書館,2025) 

2 つ目は、経営基盤の脆弱性である。公立大学の運営予算は地方自治体や国に依存する

ことになるが、その財源は恒久的に保障されたものではない。事実、文部科学省(2024b)

は、公立化後の運営コストが年々増加傾向にあると報告している。財源が限定的な自治体

にとって、このコスト増加が将来的に財政を圧迫し、結果として経営基盤が脆弱になる可

能性があると考えられる。 

こうした課題の克服には、公立化によって経営基盤を持続可能な状態に改善し、地域へ

貢献する大学への変容が見込める制度設計が求められる。 

 

第３節 政策提言全体の流れ 
 

前節より、公立化には、実施前と後で 3 つの課題が存在する。そのため、政策提言Ⅰで

は公立化前の課題に、政策提言Ⅱ・Ⅲでは公立化後の課題に対応する政策を提言する。 

政策提言Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを行うことで、強固な財務基盤を持ち、地域への貢献が見込める大学

づくりが期待される。 

次節以降で、ヒアリング調査を実施しているが、これらは以下の表 11 のとおり実施した

ものである。 

 

表	11 ヒアリング先一覧	

 
(筆者作成) 

 

第4節 政策提言Ⅰ【公立化支援チーム派遣制

度の創設】 
本項では、公立化前の課題である「大学公立化ノウハウの欠如」に対応するため、公立

化経験を持つ職員による「公立化支援チーム」派遣制度の創設を提言する。 

 

(1) 問題の所在 

第 2 節より、姫路独協大学は、公立化に至らなかった原因は多数あるものの、その一因

として、大学運営に関するノウハウの欠如より、大学公立化に至らなかったと述べている

(姫路市,2022b)。また、福知山公立大学に対するヒアリング調査では、公立化のノウハウ

は存在していなかったということが明らかとなっている。 

 

(2)政策提言の内容 

本派遣制度は「地方自治体における大学公立化ノウハウの蓄積」を政策目標とし、前年
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度の収容定員充足率が 50％未満の私立大学と該当大学所在自治体に、公立化の経験をもつ

自治体職員を文部科学省が主体となり「公立化支援チーム」を設置し、人員を派遣する政

策である。現在の日本には、福知山公立大学や周南公立大学、名桜大学など既に公立化を

達成した私立大学・自治体が存在する。これらの公立化に携わった大学・自治体の職員や

実務担当者によって構成される「公立化支援チーム」を創設し、当支援チームによって公

立化の制度設計や財政計画、学部・学科再編、議会対応、地域住民への説明戦略といった

公立化実務全般を支援する。また本提言では公立化を達成した大学・自治体の職員が将来

的に公立化支援チームの構成員として参画する「循環型支援モデル」の制度化を想定して

いる。公立化の達成後、経験を蓄積した大学・自治体の職員が公立化支援チームに登録し、

他自治体の支援に従事することで、成功事例や知見の循環的な蓄積と、公立化支援の継続

性や再現性の担保が期待される。 

 

図	20 循環型支援モデルのメカニズム	

 
 (筆者作成) 

 

(3)提言対象：文部科学省ならびに公立化の経験を有する大学・地方自治体  

 

(4)期待される政策効果 

公立化支援チーム派遣制度の創設からは以下の 2つの効果が期待できる。 

第 1 に、公立化に伴う煩雑な手続きの円滑化である。公立化支援チームが実務支援を行

うことで、制度設計や議会調整、財源確保といった複雑な手続きを円滑に進み、大学およ

び自治体が単独で公立化する場合と比べ、意思決定の遅延や制度設計の失敗というリスク

の低減が期待される。 

第 2 に、公立化ノウハウの持続的蓄積である。公立化を達成した大学・自治体の職員が

将来的に支援チームに参画する循環的モデルにより、公立化に関する知見と、支援の再現

性が長期的に確保されることが期待される。 
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(5)実現可能性 

本提言は、新たな法整備を必要とせず、公立化を達成した大学・自治体の既存の人的資

源を活用するものである。また、公立化支援を行なった大学・自治体は、公立支援を受け

た大学が公立化後に受け取る地方交付税措置の一部を受け取ることで、インセンティブが

発生する。これらのことから本政策提言は実現可能性が高いと考えられる。 
 

 

第 5 節 公立化による経営改善 
第１項 経営改革指針 

 
前項までに地方私立大学の公立化を政策提言として述べてきた。しかし、大学を公立化

すると運営母体は地方自治体となるため、その運営費用は税金から支払われることにな

る。そのため公立化政策にかかる費用が、それが生み出す損失よりも大きければ、地域住

民の大きな反発を生むと予想される。上記の理由より費用便益分析を実施し、政策の合理

性を確保する必要があると考えられる。費用便益分析の観点からみると公立化政策の合理

性を確保するためには、大学存続のために必要となる金額が、廃校による大学の消滅が生

み出す地域の経済損失よりも小さいこと、すなわち社会的余剰の存在が要求される。 
しかし、社会的余剰の存在が確認されたとしても、実際に税金を投入することは変わり

なく、その点に関して地域住民の反発を受けることも考えられる。そこで、税金投入する

ことなく公立化政策を実施できる可能性を示唆できれば、地域住民の反発を抑えられるこ

とが想定できる。そのため、公立化政策にかかる税金を可能な限り少なくする政策の提言

と収入の増加を想定した財政シミュレーションが求められると考えられる。そこで本稿で

は、公立大学が自ら収益を獲得し経営基盤の脆弱性を改善するための政策提言Ⅰを提案し

た。この政策に関しても公立化政策後の大学に対する税金投入の抑制を考慮したものであ

る。 
したがって、本節では公立化便益計算を用いて地価の下落による損失を推定するととも

に、財政シミュレーションを用いて公立化政策に必要な費用を算出することで大学公立化

政策の費用便益分析を行う。また、入学者定員数を増加させた場合の財政シミュレーショ

ンを行うことで税金投入を抑えることが可能かどうか検証する。 
 

第 5 節 政策提言Ⅱ【公立化便益の算出】 
本項では、費用便益分析で用いる公立化の便益を確認するために、便益計算を行う。公

立化によって廃校を回避した場合に得られる便益は、廃校することで将来的に想定される

地価下落による損失額で推計される。第 3章の分析結果より、大学廃校による地価下落は

特に住宅地に影響を及ぼすことから、以下では住宅地に限定して予想損失額を推計した。 
高岡法科大学が募集停止した 2025 年度を廃校処置年度とすると、廃校による処置𝑒年後

の地価下落率は、 
 

	𝑌高岡法科大学	4&4560K =	𝜏0L 	𝐷高岡法科大学	4&45 (5) 
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で推定できる。この式に（3）式を代入すると、 
 

∑ 𝑤高岡法科大学,#
%&
#'% ∙

𝑃高岡法科大学,#,4&4560
𝑃高岡法科大学,#,4&45

𝑃
高岡市,4&4560
+*(,;;;;;;;;;;;;;;;; 𝑃

高岡市,4&45
+*(,;;;;;;;;;;;;;<

= 	 𝜏0L 	𝐷高岡法科大学	4&45 (6) 

 
よって、 
 

5𝑤高岡法科大学,#

%&

#'%

∙
𝑃高岡法科大学,#,4&4560
𝑃高岡法科大学,#,4&45

=	𝜏0L 	𝐷高岡法科大学	4&45 ∗ 𝑃高岡市,4&4560
+*(,;;;;;;;;;;;;;;;; 𝑃

高岡市,4&45
+*(,;;;;;;;;;;;;;< (7) 

 
より、高岡法科大学周辺の 2025+e 年度の加重平均地価指数予想値を推定することができ

る29。ただし、左辺の高岡市内の単純平均地価指数の予想値を知ることはできない。そこ

で、以下では 
 

𝑃
高岡市,4&4560
+*(,;;;;;;;;;;;;;;;; 𝑃

高岡市,4&45
+*(,;;;;;;;;;;;;;< = 1 + 𝑔 (8) 

 
 
と置き、g に様々な値を仮定して複数のシミュレーションを行うこととした。なお、当然

ながら𝜏0Lには第 3章のイベントスタディ分析の推定値を利用し、7 年目以降の地価の下落

はないものと仮定した。 
予想損害額の具体的な計算手順は以下の通りである。まず、ベンチマークとなる高岡法

科大学近傍の住宅地標準地 5 地点より求めた 2025 年度の加重平均地価は 32614.90 と算出

された。 

5𝑤高岡法科大学,#𝑃	#	高岡工科大学		4&45

%&

#'%

= 32614.897 T
円

㎡
U (9) 

 
2025+e 年度の加重平均地価はこの値に**式で求めた指数を乗じることで求めることに

なる。 
予想損害額の算出には地価が下落する範囲を設定する必要がある。ここでは高岡法科大

学の周辺住宅地内の 5 基準点から高岡法科大学までの平均距離を算出し、その値を半径と

する円内における住宅地面積を QGIS により求めた。この結果、2570391.67㎡が対象と

なると計算された。 
以上をまとめると、高岡法科大学周辺の 2025+e 年度の加重平均地価は以下のように計

算できる。 
 
𝐿高岡工科大学	4&4560	

=	𝜏0 	𝐷高岡工科大学	4&45 		× (1 + 𝑔)0 	× 32614.897(円/㎡) × 	2570391.666(㎡)	 
 

29 基準年を 1999 年度から 2025 年度に変換する際に、(3)式の分子分母で異なる変換比を用いることになるため若干の

誤差が生じるが、同一市内・同一年度間の比率であるため、その影響は無視できると仮定する。 
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その後、国土交通省の「住宅市街地総合整備事業費用対効果分析マニュアル」をもとに、

割引率𝑟を用いて現在割引価値(𝑉)を算出した。表 12 に算出結果をまとめている。 
 

𝑉 =	5
𝐿1

(1 + 𝑟)0

1

0'&

(10) 

 
表 12 損害額 𝐿;を考慮した予想損害額 

g/r 2% 3% 4% 
-0.02 2,625,131,509 2,617,682,215 2,609,178,006 
-0.01 2,777,640,305 2,764,186,439 2,750,000,759 

0 2,937,841,352 2,917,982,714 2,897,740,775 
0.01 3,106,046,023 3,079,364,264 3,052,674,370 
0.02 3,282,575,103 3,248,633,143 3,215,086,145 

 
 
表 13 は𝑟を 0.02~0.04、g を－0.02~+0.02 に変化させて計算した予想損失割引現在価値

𝑉[の結果をまとめたものである。予想損失割引現在価値は最大で約 1.3億、最低で 0.52億
となった。 
このままでは単年度の赤字との比較が難しい。そこで、この割引現在価値を 1 年値の損

害額に変換する。具体的には今後、無限の将来にわたって続く損害額L;を以下の式により

計算した。 
 

 𝑉[ = 5
𝐿;

(1 + 𝑟)7

8

7'&

=
𝐿;
𝑟

(11) 

 
この結果、予想単年度被害額、言い換えれば廃校回避から得られる便益は単年度で 0.52億
円から 1.3億円と推定された。以上より、費用便益的観点から見て年間 0.52億円から 1.3
億円の公費投入は許容される。 
 

表	12	平均地価上昇率、利子率ごとの予想損失額	
g/r 2% 3% 4% 
-2% -52,502,630 -78,530,466 -104,367,120 
-1% -55,552,806 -82,925,593 -110,000,030 

0 -58,756,827 -87,539,481 -115,909,631 
1% -62,120,920 -92,380,927 -122,106,974 
2% -65,651,502 -97,458,994 -128,603,446 

(筆者作成) 
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 公立化費用の算出 

本項では、公立化費用を確認するために、公立大学法人化を 2025 年 4月として 2034 年

3月までの 10 年間の財政シミュレーションを行う。財政シミュレーションに関して、

2022 年に兵庫県姫路市において姫路獨協大学の公立化が議論された際に実施されたシミュ

レーション(姫路市,2022a)を参照し、数値や前提条件を設定した。表 14～16 は財政シミュ

レーションの設定数値と前提条件を示している。なお、公立化後の授業料単価や入学金単

価、検定料単価の設定には文部科学省の「2024 年度学生納付金調査結果」より、富山県立

大学のものを採用している。これは富山県内の公立大学が富山県立大学のみであったため

である。また、授業料収入の算出で反映した退学率は白川他(2016)より 2.12％と設定して

いる。さらに、人件費支出は、2022 年から 2024 年における富山県立大学の平均教員人件

費を富山県立大学の教員数で割り、高岡法科大学の教員数を乗じることで算出している。 
 

表	14 シミュレーションに関する設定数値	

 
(筆者作成) 
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表	15 収入の前提条件	

 
(筆者作成) 

 
表 16 支出の前提条件	

 
(筆者作成) 

 
表 17 は入学者数の定員を 100 に設定した場合における、学生数と教員数の推移を示

し、表 18 は財政シミュレーションの結果を示している。表 17 が示す通り、2025 年度か

ら 2028 年度まで学生が増加しており、これは公立化後に入学する入学者数(100 人)が、公

立化以前の在学生数 (姫路獨協大学の公立化当時、全在学生数は 117名であり、毎年約 29
人の卒業生を生むと概算できる)の卒業数と退学者数の合計より大きいことで説明できる。

一方、2028 年度以降に学生数の変化が生まれないのは、公立化初年度の入学者数(つま

り、2028 年度の卒業生)が 2029 年度の入学者数と一致するためである。こうした学生数

の増加は、表 1 で示される学生納付金の上昇を生み出し、それによって公立化初年度の赤

字の一部を相殺していることが見て取れる。その結果、公立化政策の実施は約 1.15億円の

赤字が生まれると予想される。 
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表 17 学生数と教員数の推移	

 
 

表 18 財政シミュレーション結果	

 
注: 単位は 100万円である。よって、-100 以上の値は、マイナス 1億円を示しており、従

って、-115 はマイナス 1.15億円の赤字と解釈できる。 
(筆者作成) 

 
以上に見たように、高岡法科大学の公立化は年間 1.15億円の赤字を発生させる。これに

対し、単年度の便益は約 5300万円から 1.3億と計算された。よって、費用便益の観点か

ら、このまま公立化することは完全には許容されない。 
しかし現在のシミュレーションでは、公立化後に年間授業料が 53.5万円に低下すること

となっている。文部科学省(n.d.)によれば、効率化後の予想志願倍率は 4.1倍であり、故に

学生定員の増員も可能であろう。 
表 19 は定員拡大後の学生数と教員数の推移を、表 20 は定員拡大後の財政シミュレーシ

ョンの結果を示している。これらの結果から、入学定員を 150 人に拡大すると高岡法科大

学の公立化による赤字は年間 1800万円ほどに縮小できることが確認され、廃校政策と比

べて大きく赤字を縮小している。また、公立化を達成した福知山公立大学の「令和６年度 
財務諸表」から、受託研究・事業や共同研究・事業は年間 2000万円程度の収益を生み出

しており、赤字の縮小のみならず黒字への転換が可能性として示唆できる。こうした収益

効果は、福知山公立大学へのヒアリング調査を通して確認済みである。これらのことから

大学の公立化に伴う財政支出は肯定できると考えられる。 
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表 19 定員拡大後の学生数と教員数の推移	

 
(筆者作成) 

 
表 20 定員拡大後の財政シミュレーション結果	

 
(筆者作成) 

 

第6節 政策提言Ⅲ【地方自治体と大学の包括

連携協定の具体化及び活動の促進】 
本節では、公立化後の課題である「公立大学としての意義・使命の欠如」と「経営基盤

の脆弱性」に対応するため、公立化大学と地方自治体間の包括連携協定に基づく共同研

究・受託事業促進政策を提言する。 

 

(1)問題の所在 

前節で述べたように、私立大学の公立化に税金を投入することには反発が予想される。

そのため、公立化大学が自ら収益を獲得できる体制の確立は必要であると考えられる。そ

こで、福知山公立大学や高知工科大学のように、地方自治体との共同研究や受託研究を通

じて収益を獲得することが理想的であるが、それを体系的に行っている大学は数が限られ

ている。 

 

(2)政策提言の内容 

本政策は「公立化大学と地方自治体間における共同・受託研究の制度化」を政策目標と

し、公立化を達成した大学と該当大学所在自治体間において、包括連携協定に基づき、自

治体の調査・研究業務を共同・受託研究として公立化大学の研究室に委託する政策であ

る。現在の日本においても共同・受託研究は多く行われているが、その多くは民間企業と



ISFJ2025 最終論文 
 

45 

 

の研究活動であり、地方自治体と体系的に行われている事例は限定的である。そこで本提

言では、図 19 に示すメカニズムの構築を目指す。具体的には、公立化を達成した大学と

地方自治体間において、具体的な共同・受託研究の実施を盛り込んだ包括連携協定を結

ぶ。そして当協定に基づき、自治体がこれまで民間コンサルタントに委託してきた調査・

研究業務を公立化大学の研究室に出資を伴う共同・受託研究として直接委託する。これに

より、公立化大学は経営予算の増加が期待される。 

 

図	19 業務実施のメカニズム	

 
(筆者作成) 

 

(3)提言対象：文部科学省ならびに新たに公立化を達成した大学・地方自治体  

 

(4)期待される政策効果 

公立化大学と地方自治体間の包括連携協定に基づく共同・受託研究促進政策からは以下

の 3つの効果が期待できる。 

第 1 に、公立化大学における強固な経営基盤の確保である。共同・受託研究の報酬が地方

自治体から公立化大学に納付されることで、新たな財源の確保につながり、学生生徒等納

付金に依存しない財務基盤を築くことが期待される。 

第 2 に、公立大学としての意義・使命の確立である。大学の研究室が自治体の調査・研究

業務を担当し行政実務を経験することで、地域課題に対応した政策立案や地域の特色を生

かした研究活動が可能になり、地域課題の解決に寄与することが期待される。 

 

(5)実現可能性 

本提言は、新たな法整備を必要とせず、既存の大学連携事業を改善するものである。福

知山公立大学に対するヒアリング調査からも、地域と共働した研究活動が年間 50 件程度
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あることが明らかになっており、本政策を実現するうえでの障壁は低いと考えられる。ま

た、公立化を達成した大学には財務基盤の安定というインセンティブが、地方自治体には

比較的安価に調査・研究業務を完了することができるというインセンティブが存在してい

る。さらに大学教員に関しては、自身の研究が社会貢献につながるため、地域課題に関す

る研究に積極的に取り組む傾向にあることが高知工科大学へのヒアリング調査から明らか

になっている。財源に関しても、自治体が外部コンサルタントに利用予定であった予算を

流用することで対応が可能になる。これらのことから本政策提言は実現可能性が高いと考

えられる。 

 

(6)現実での障壁・制度上の支障 

公立大学における外部連携には、障壁と制度上の支障が存在する。まず、地域に根差し

た企業に対してコンサルタント業務を依頼している可能性があり、その場合、地域経済を

圧迫してしまう障壁がある。 

制度上の支障としては、地方独立行政法人法第 21条第 2号に基づき、出資や収益事業

の実施が一定の範囲で認められている。しかし、コンサルティング業務の内容が教育・研

究・地域貢献の範疇を超える場合には、その活動が同条に規定された「出資」には該当し

ない可能性がある。したがって、形式上は実施可能であるものの、実際には法令解釈や公

益性の判断に基づいた慎重な運用が求められる。 

 

 

第 7 節 政策提言まとめ 
本章では、政策提言 Iにより、公立化前の課題を、また政策提言 IIでは公立化後を目指

して、政策を提言した。  

政策提言ⅠおよびⅡを実施するにあたっては、限界点も存在する。その一つは、すべて

の大学に対して一律に措置を講じることが現実的に困難であるという点である。各私立大

学の置かれた条件や地域的背景が異なるため、提言の内容をそのまま全国的に適用するこ

とには限界がある。しかしながら、先行的に取り組みを実施する大学を中心に段階的な導

入を行い、その成果を共有・検証することで、より多くの大学への波及が期待できる。今

後は、各大学の特性に応じた柔軟な制度設計と、国や自治体による支援体制の整備が求め

られる。 
 

おわりに 
本稿では、大学・短大の廃校が地域経済にどのような影響を与えるのかを実証的に明ら

かにし、検証された因果効果をもとに、慢性的な定員未充足状態にある私立大学の公立化

を促進する政策と、公立化後に大学と地方自治体の連携を促進する政策を提言した。 

大学・短大の廃校が地域経済に与える影響の導出に当たっては、Oates(1969)の資本化

仮説を基に、地域経済の代理変数として「地価」を用いた分析を行った。具体的には、独

立変数に「大学の廃校」を、従属変数に「基準地価の変動率」を設定し、Borusyak et 

al.(2021)に倣ったイベントスタディ分析を用いて、大学・短大の廃校が与える地域経済

への影響を定量的に検証した。 
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政策提言に当たっては、イベントスタディ分析によって明らかとなった因果効果をもと

に、収容定員充足率が低水準にある私立大学及び該当大学所在自治体を対象とした。ま

た、具体的な政策として、「公立化支援チーム」派遣制度の創設による公立化の促進と、

地方自治体と大学の包括連携協定の促進による大学の社会的価値の向上を提言した。 

本稿の分析には一定の限界も考えられる。分析期間中には、修学支援制度の変更やコロ

ナウイルスショックが存在し、これらが大学の廃校や地価の推定結果にバイアスをもたら

している可能性は十分に考えられる。ただし、こうした限界点は廃校大学数の増加とそれ

に伴うデータ期間の拡張によって改善されるもので、現在のデータセットでは対応が困難

である。今後の研究における対応が求められる。 
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